




ま え が き 

 

教育基本法及び学校教育法が改正され、知・徳・体のバランスとともに、基礎的・基本的

な知識・技能、思考力・判断力・表現力等及び学習意欲を重視し、学校教育においてはこれ

らを調和的にはぐくむことが必要である旨が法律上規定されたところです。 

この法改正を踏まえ、中央教育審議会において、学習指導要領の見直しについて審議が行

われ、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善につ

いて」答申が出されました。 

この答申を踏まえ、平成２１年３月に、高等学校学習指導要領が公示され、平成２５年４

月の入学生から年次進行により段階的に適用することとなりました。 

保健体育科としては、「生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能力の育

成」、「健康の保持増進のための実践力の育成」及び「体力の向上」の三つの具体的目標が相

互に密接に関連していることを示すとともに、心と体をより一体としてとらえ、心身の調和

的発達を図ることが、重要なねらいであることを明確に示しました。 

県体育課では、これまで学習指導要領の改訂に伴い、その趣旨を踏まえた「指導資料」を

作成し、各学校が適切に学習指導要領に基づく授業を展開するための参考資料として供して

きました。 

今回の改定に際しましても、平成２２年度から３カ年にわたり「学校体育指導資料第３７

集＜高等学校編＞作成委員会」を設置し、１２回を数える委員会の成果として本指導資料を

作成する運びとなりました。 

本指導資料は、改定された学習指導要領の趣旨と県内の体育学習指導の実態を充分に考慮

した上で、先生方が活用しやすいことを第一に考え、作成いたしました。各学校におかれま

しては、生徒、学校、地域の実態等に合わせて活用していただき、活力にあふれる「健やか

な体」をはぐくむ保健体育学習が、県内に広く展開されますことを期待いたします。 

結びに、本指導資料作成に当たり、多大な御協力をいただきました委員の皆様に対し深く

感謝申し上げます。 

 

平成２５年３月 

千葉県教育庁教育振興部体育課長 石渡敏温 
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